
Ⅹ 沼津市環境基本計画の推進 

 

沼津市では、広域化・複雑化する環境問題への解決を目指して、市・市民・事業者の環境に関する取

組を総合的かつ計画的に進めるための「沼津市環境基本計画」を 2011（平成 23）年３月に策定し、５年

後の 2016（平成 28）年３月には「沼津市環境基本計画（中間見直し版）」を策定しました。 

2012（平成 24）年３月には市域の地球温暖化対策を総合的に推進するため、従来の事務事業に係る計

画に加えて「沼津市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定しました。 

この報告は、上記計画の実績と、近年の社会情勢や環境の変化を受け 2021（令和３）年に策定した、

「第 2 次沼津市環境基本計画」の取り組みを、計画初年度である令和３年度の成果を中心にまとめたも

のです。 

 

 

基本理念 (第 2 次沼津市環境基本計画・第 3 章第 1 節より抜粋) 

本計画の基本理念は、「沼津市環境基本条例」第３条の基本理念を踏襲します。 

 

 

 

 

１ 計画の概要 

(第 2 次沼津市環境基本計画・第 1 章第 2 節より抜粋) 

計画の目的 

本計画は、本市の自然的・社会的条件を考慮し、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するための基本となる計画です。また、本市が脱炭素社会、循環型社会、自然共生社会の構築

による「持続可能なまち」の実現を目指し、市・市民・事業者・滞在者が一体となって取組を進めてい

くうえでの指針としての役割も果たします。 

 

 

 

【基本理念】 
 

●健全で恵み豊かな環境を現在及び将来の世代に継承する 
●人と自然との共生を確保し、生態系の多様性を含む自然環境の保全・活用を図る 
●市、市民、事業者及び滞在者が相互に連携し、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な

循環型社会の実現を目指す 
●あらゆる事業活動及び日常生活における地球環境保全を推進する 



計画の位置づけ 

本計画は、「沼津市環境基本条例」第９条に基づく計画であり、「沼津市総合計画」を環境面から実現

するための個別計画として位置づけ、市が策定する全ての個別計画や施策・事業は、環境の保全及び創

造の観点から本計画と整合を図ることとします。 

また、国や県の環境基本法・条例及び環境基本計画などとの関連性に配慮するとともに、本市が国や

県、その他の自治体などと連携を取りながら進めていく施策や事業の方針について示します。 

なお、本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく「地球温暖化対策実行計画（区域施

策編）」、「気候変動適応法」に基づく「地域気候変動適応計画」、「生物多様性基本法」に基づく「生物多

様性地域戦略」を含むものとして位置づけます。 

 

 

 

計画の対象地域 

計画の対象とする地域は、沼津市全域とします。 

 

 

 

 

 

環境基本法 沼津市環境基本条例 

市・市民・事業者・滞在者による環境配慮 

整合 

基づく 

 

関
連 

 

 

沼津市総合計画 

 

沼津市環境基本計画 

 

環境基本計画 

静岡県環境基本条例 
 

静岡県環境基本計画 

関
連 

地球温暖化対策推進法 
 

地球温暖化対策計画 

静岡県地球温暖化防止条例 
 

ふじのくに地球温暖化対策実行計画 

気候変動適応法 
 

気候変動適応計画 
 

静岡県の気候変動影響と適応取組 

生物多様性基本法 
 

生物多様性国家戦略 
 

ふじのくに生物多様性地域戦略 

 沼津市地球温暖化対策実行計画 
（区域施策編） 

 沼津市地域気候変動適応計画 
 ぬまづ生物多様性地域戦略 を含む 

関連 



計画の期間 

本計画の期間は、2021（令和３）年度から 2030（令和 12）年度までの 10 年間とします。 

なお、社会情勢や計画の進捗・達成状況などを踏まえ、おおむね 5 年後の 2025（令和７）年度に中間

見直しを行います。 

 

計画の対象とする環境の範囲 

計画の対象とする環境の範囲は、以下のとおりとします。 

脱炭素社会 温室効果ガス、再生可能エネルギー、省エネルギー、交通、公園・緑地、気候変動 
への適応 など 

循環型社会 廃棄物・リサイクル、適正処理、環境美化、不法投棄 など 

自然共生社会 生物、生態系、人と自然とのふれあい、水質汚濁、大気汚染、騒音・振動、悪臭、 
化学物質 など 

環境教育 環境保全活動、環境教育・環境学習、環境情報 など 
 

計画の推進主体と役割 

本計画を推進する主体は、市・市民・事業者・滞在者とします。 

各主体は、「沼津市環境基本条例」に規定されている役割（責務）を果たすとともに、互いに連携・協

力し、一体となって本計画の目標の達成に向けて協力していくことが必要です。 

市 
◇本市の自然的・社会的条件に応じた基本的かつ総合的な施策を策定・実施する。 
◇自らの事業活動に伴う環境への負荷の低減に率先して努める。 
◇環境施策を推進するために必要な財政上の措置を講じる。 

市民 ◇環境への負荷の低減及び自然環境の適正な保全に積極的に努める。 
◇環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境施策に協力する。 

事業者 

◇事業活動に伴う公害の防止、廃棄物の適正処理、自然環境の保全に必要な措置を講
じる。 

◇事業活動に係る製品の使用・廃棄による環境への負荷を低減するとともに、環境に
配慮した原材料・役務等を利用するよう努める。 

◇地域の一員である認識の下に、市が実施する環境施策に協力する。 
滞在者 ◇環境への負荷の低減に努めるとともに、市が実施する環境施策に協力する。 

 

望ましい環境像（第 1次計画策定時から 30年後を想定） 

2011 年度 

(H23) 

2015 年度 

(H27) 

2016 年度 

(H28) 

2020 年度 

(R2) 

2025 年度 

（R7） 

2030 年度 

（R12） 

2021 年度 

（R3） 

中間見直し 

第 2 次計画（本計画） 第 1次計画  

2040 年度 

（R22） 
・・・ 

第 3 次計画 第 1次計画（中間見直し） 



【沼津市】 

２ 推進体制と会議の実績 

(第 2 次沼津市環境基本計画・第８章第１節より抜粋) 

環境の保全及び創造に関する施策を推進していくためには、市・市民・事業者・滞在者の各主体がそ

れぞれの役割に基づく責務（沼津市環境基本条例第４条：市の責務、第５条：市民の責務、第６条：事

業者の責務、第７条：滞在者の責務）を果たすとともに、各主体間の連携・協力による取り組みが必要

であることから、ここでは各主体の役割分担を踏まえた推進体制について示します。 

 ここで示した環境審議会、環境活動推進協議会、環境委員会、各担当課、市民・事業者・滞在者、事

務局がそれぞれの立場や地域で主体的に環境活動に取り組めるよう、相互の協力体制の確立を目指しま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境審議会 
「沼津市環境基本条例」第 23 条で規定された機関で、学識経験者、市内の各種団体などを代表する者、

公募の市民、関係行政機関の職員で組織されます。 

環境審議会は、市長の諮問に応じて調査審議を行い、審議した結果を市長へ答申します。 

環境活動推進協議会 

市は、市民などと協働して環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、学識経験者、各種団体

などを代表する者、事業者、静岡県地球温暖化防止活動推進員、公募の委員による「環境活動推進協議

会」を設置します。 
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国・県・周辺自治体 

協力 

施策推進 

環境学習 

環境保全活動 

環境にやさしい行動 



３ 取組の進捗状況 

 

 「脱炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」「環境教育」の４つの目指す社会を実現するため、それ

ぞれに環境目標を定め、取組を進めています。 

 ここでは、それぞれの環境目標を達成するための具体的な取り組み実績を報告します。 

 

目指す社会「脱炭素社会」 

地球温暖化対策を推進するためには、温室効果ガスの排出が実質ゼロの脱炭素社会を構築する必要が

あります。そのため、まずは交通や建築物などの低炭素化、市街地の緑化を図るとともに、省エネルギ

ーの推進や再生可能エネルギーの普及などにより、低炭素で暮らしやすいまちを目指し、脱炭素社会の

構築につなげます。また、進行する気候変動に対する適応策を同時に推進していきます。 

 

環境目標１ 低炭素で暮らしやすいまち（※第 2 期沼津市地球温暖化対策実行計画・区域施策編を含む） 
 

 



 

 





 

 



 

  

 



環境目標２ 気候変動に適応するまち（※沼津市地域気候変動適応計画を含む） 
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 





 

目指す社会「循環型社会」 

資源の枯渇や廃棄物の増大などの問題を解決するためには、廃棄されるものを最小限に抑え、環境へ

の負荷を減らす循環型社会を構築する必要があります。廃棄物の発生は、人間社会だけでなく、自然環

境や地球環境にも大きな影響を与えることを踏まえたうえで、ごみ減量・資源化や、適正なごみの収集・

処理などに加え、不法投棄・ポイ捨て、漂着ごみなどの問題に取り組むことにより、資源が循環するま

ちを目指します。 

 

環境目標３ 資源が循環するまち 
 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

目指す社会「自然共生社会」 

私たちの暮らしは、生物多様性がもたらす恵みによって支えられています。生物多様性の恵みを持続

可能なものとするためには、自然共生社会を構築する必要があります。絶滅の可能性のある動植物や外

来種の分布拡大、野生鳥獣とのあつれきなども問題になっていることから、豊かな生態系を守り、多様

な生物や自然とふれあい、自然と共生した快適な生活環境の確保されたまちを目指します。 

 

環境目標４ 自然や豊かな生態系が持続するまち（※ぬまづ生物多様性地域戦略を含む） 
 

 



 

 
 

 



 
 

 



 
 
環境目標５ 快適な生活環境のまち 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

目指す社会「環境教育」 

脱炭素社会・循環型社会・自然共生社会の構築のためには、様々な場所や機会において、幅広い世代

を対象とした環境教育が積極的に実施されることが求められます。環境と共生するための知恵や工夫を

楽しみながら、環境保全活動を実践する人づくりを行うとともに、環境を大切にする人を育てます。 

 

環境目標６ 環境を大切にする人づくり 
 

 



 

 

 

 

 

 

 


